
第６８号議案 

   小野加東広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分の件  

 小野加東広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について、地方自治法（ 

昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により協議する。       

 よって、地方自治法第２９０条の規定により議決を求める。 

  令和元年９月３日提出   

                          加東市長 安 田 正 義  

 兵庫県農業共済組合に帰属させる財産は、次のとおりとする。     

１ 土地   

所在 地番 現況地目 登記簿面積（㎡） 

小野市鹿野町字鹿野ヶ原 １８４９番５ 宅地 ９７４.６２

小野市鹿野町字鹿野ヶ原 １８４９番７ 宅地 ５３.６９

小野市鹿野町字鹿野ヶ原 １８４９番１３ 宅地 １８２.００

小野市鹿野町字鹿野ヶ原 １８４９番１５ 宅地 ７１.３２

小野市鹿野町字鹿野ヶ原 １８４９番１７ 宅地 ６１.６８

小野市鹿野町字鹿野ヶ原 １８４９番１８ 宅地 ２.６７

小野市鹿野町字鹿野ヶ原 １８４９番１９ 宅地 ３０.００

２ 建物・工作物 

所在地 用途 構造等 

小野市鹿野町１８４９番地５ 事務所 鉄骨造２階建 延べ５３０.１２㎡ 

物置 簡易倉庫 

車庫 アルミ合板造 

案内看板 アルミ製 

３ 物品 

名称 数量 備考 

事務用什器等 ２６８台 事務用机、事務用椅子、会議用机、会議用椅子、パソ

コン、書庫、ロッカー、電話機、金庫等 

維持管理用機器 １式 空調設備 

車両 ３台 乗用車１台、軽貨物２台 

４ 拠出金 



種類 金額 備考 

拠出金 １，１０６，７９０円 農林漁業信用基金拠出金 


